
（令和５年７月） 

随意契約の公表 

 物品等又は役務の 

名称及び数量 

随意契約担当部課の名

称及び所在地 

随意契約を締結 

した日 

随意契約の相手方の氏名

及び住所 

随意契約に係る契

約金額 

随意契約によることとし

た理由 

その他必要な

事項（備考） 

１ 空調設備改修工事 

（9 室） 

日本赤十字社埼玉県支

部特別養護老人ホーム

小川ひなた荘 

埼玉県比企郡小川町小

川 1548-1 

令和５年７月１８日 ㈱長島冷暖房サービス 

行田市城西 5-2-4 

1,782,000 円 予定価格が 250 万円を超

えない工事であり複数者

から見積書を徴した結果

最も安価であったため。

（日本赤十字社会計規則

施行細則第 35 条第 1 号） 

 

２ 空調設備設置 

（6 室） 

 

日本赤十字社埼玉県支

部特別養護老人ホーム

小川ひなた荘 

埼玉県比企郡小川町小

川 1548-1 

令和５年 7 月１８日 ㈱長島冷暖房サービス 

行田市城西 5-2-4 

1,188,000 円 予定価格が 160 万円を超

えない財産を買い入れる

場合であり複数者から見

積書を徴した結果最も安

価であったため。（日本赤

十字社会計規則施行細則

第 35 条第 2 号） 

 


